
 

【統-13】［事業統合（水平統合）］ 

柏崎市 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 新潟県 

(2）事業体名 柏崎市 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 24 年 10 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 － 

(6）広域連携前の事業体等 １市１村 

柏崎市、刈羽郡刈羽村 

(7）直近の認可 目標年度 令和７年度 

計画給水人口 91,000 人 

計画一日最大給水量 47,400m3/日 

※平成 29年 4 月 1日簡易水道事業は、上水道事業へ統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 柏崎市配水系統図 

（出典）「柏崎市上下水道局 平成 31（2019）年度水質検査計画」 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 柏崎市と西山町の市町合併により、柏崎市から刈羽村中央部を通過して、西山地区へ柏崎

市上水道を給水する西山給水区域拡張事業を計画した。これを機に、将来的に水量不足及び

水質悪化などの不安材料を抱える刈羽村から、柏崎市上水道への給水区域編入の要請を受け

協議が始まった。 

・ 柏崎市が譲り受ける事業は、刈羽村が経営する刈羽地区、油田地区の２種類の簡易水道事

業であり、刈羽地区簡易水道事業のみ柏崎市上水道の給水区域とし、油田地区簡易水道事業

については柏崎市が簡易水道事業として事業を継続することとした。 

・ 刈羽地区への給水方法は、刈羽村中央部に通した送水管から分岐させて刈羽地区配水池に

送水し、既存配水網を活用することで給水することとした。 

・ 刈羽村水道施設の引継ぎについて、次のとおり定めた。 

➢ 刈羽村の必要な施設を無償で引き継ぐこと 

➢ 事業統合時において、刈羽村が保有する企業債に係る債務を引き継ぐこと 

➢ 新潟県中越沖地震による被災施設は、本復旧が完了していること 

➢ 刈羽地区の配水池について、耐震構造でない場合は、刈羽村が費用を負担し必要な工事

を行うこと 

➢ 荒浜受水施設について刈羽村の費用をもって改良工事を行うこと 

➢ 油田地区簡易水道は、柏崎市が事業を開始した年度以降において赤字が生じた場合、刈

羽村が全額補てんをすること 

・ 柏崎市から刈羽村の給水予定分岐点までの管路等の工事費として１億円。柏崎市の赤岩ダ

ムを初めとする既存施設・設備等に係る投資に対する負担額として 31 億円を、刈羽村は柏崎

市へ給水開始までに支払うこととして協定した。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画通り実施 

 

 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

刈羽村からの編入要請に基づき統合したため、効果の検証はしていない。 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

該当事項は特になし 

 

 

4 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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【統-14】［事業統合（水平統合）］ 

八戸圏域水道企業団 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 青森県 

(2）事業体名 八戸圏域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 24 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 16 年 10 月～平成 24年３月（７年６ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １村 1企業団 

旧南郷村（現八戸市）、八戸圏域水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 328,100 人 

計画一日最大給水量 117,900m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 八戸圏域水道企業団施設配置図 

（出典）「第４次水道事業総合計画～はちのへ水ビジョン 2019～」 八戸圏域水道企業団 平成 30 年９月 

（一部加筆） 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 合併協議会前の計画 

➢ 南郷村は、八戸圏域水道企業団の構成市町村の１つであったが、村営の簡易水道が残っ

ていた。（島守簡水、不習簡水） 

➢ 南郷村が平成 17 年度末から八戸市と合併することとなったが、八戸市では水道事業を

行っておらず、当企業団が島守簡水を引き継ぎ（簡水として経営）、不習簡水は当企業団の

上水道区域に編入することとしていた。 

➢ 簡易水道として経営している間は、簡水債の元金、利息は八戸市が負担し、さらに減価

償却費を除いた総収支差し引きで不足額が出た場合は、その不足額を八戸市が負担するこ

ととしていた。また、施設のレベルが企業団上水道と同レベルに達した場合、上水道へ移

行することとしていた。 

➢ 島守水源は湧水を水源としており、水質汚染の可能性がある。既存水源を継続使用して

いくが、平成 26 年にその対策として膜処理施設を建設する計画であった。 

・ 企業団に移管後の計画 

島守簡水を企業団が引き継いだ後、次のような問題点が明らかになった。 

   ① 水源が沢水に冠水する恐れがある。 

   ② 水源がクリプトスポリジウム汚染の恐れがある。 

   ③ 取水井から配水池間は高低差が少なく自然流下であるため、一度断水すると空気だ

まりが生じて通水に時間がかかる。 

   ④ 導水管がビニル管であるため、布設替えが必要。 

   ⑤ 配水池は耐震性がなく、再建設が必要。 

   ⑥ 配水幹線が一部民有地に布設されているため、公道への布設替えが必要。 

   ⑦ 送水管がビニル管で耐震性が低く、布設替えが必要。 

   ⑧ 高区配水池があるが、一部水圧低下の地域がある。 

   ⑨ 水源・給水区域が孤立しており、水道施設に異常が生じ、断水となった場合、運搬

給水以外に給水方法がない。 

以上のことから、事業費と水道施設の安全性（耐震性）等を再度検討した結果、水源を廃

止し、上水道区域からの連絡管及び新設配水池を整備し、上水道区域へ編入することが望ま

しいと判断し、次のように計画を変更した。 

 ➢ 島守配水池(V=300 ㎥)建設 

 ➢ 送水管(φ150、1,500m)、配水管(φ200～φ100、2,200m)布設 

 ➢ 島守水源、高区配水池、低区配水池、高区ポンプ場の廃止 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

基本的に計画通り実施したが、変更点は次のとおりである。 

➢ 配水池容量を 400 ㎥に増量 

➢ 管路の口径変更 
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3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）更新費用の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 17 年４月～平成 37 年３月（20 年） 

算定手法 膜処理施設建設に係る建設改良費（南郷村の算出）と、上

水道編入に係る調査・用地取得、配水池建設、管網整備等

（企業団の算出）の比較 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、その他(委託料) 

評価結果 58.6％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 

ｃ）耐震性の向上（定性的効果） 

ｄ）災害時の安定給水（定性的効果） 

ｅ）水圧の確保（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 

ｂ）耐震性の向上（定性的効果） 

ｃ）災害時の安定給水（定性的効果） 

ｄ）水圧の確保（定性的効果） 

 

4 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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【統-15】［事業統合（水平統合）］ 

茨城県南水道企業団 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 茨城県 

(2）事業体名 茨城県南水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 24 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 17 年８月～平成 24 年４月（６年８ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １町１企業団 

利根町、茨城県南水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 261,320 人 

計画一日最大給水量 103,700m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 茨城県南水道企業団の給水区域図 

（出典）「茨城県南水道企業団ＨＰ」 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 利根町の試算では、今後、人口減少、水需要の減少が続いていくことが想定されるため、

利根町単独では健全な経営を維持していくことが非常に難しいということで、企業団への編

入要望が提出された。 

・ 要望が提出されたことで、統合するべきか事務レベルでの協議をしたところ、大きなメリ

ットとして、契約水量と１日最大給水量の乖離が大きいという当企業団の問題点を若干改善

できることが分かった。 

・ 具体的な内容としては、当時利根町で使用していた井戸施設を統合に伴い廃止して、  

100％浄水受水とし、更に契約水量を他団体へ融通することで、契約水量の未使用分を減少で

きると試算した。 

・ また、給水区域を広げるが職員数は増やさないことで、支出を抑えながら給水収益及び下

水道料金徴収事務負担金分の収益を得ることが可能なことから収支状況の改善が出来るこ

とや、当時、企業団の内部留保資金が著しく少なかった時期であったため、統合する事で内

部留保資金が増加して経営的には若干の余裕が生まれるとして統合へ向けて進んでいった。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画とおり 

 

 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 

ｂ）事業統合による収支状況の改善（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 施設利用率 

評価期間 平成 23 年～平成 24年 (１年) 

評価手法 単独経営と広域連携後における施設利用率を算定し、その差分

を効果とする。 

評価結果 10.1% 
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ｂ）事業統合による保有現金の増加（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 流動比率 

評価期間 平成 23 年～平成 24年(１年) 

評価手法 単独経営と広域連携後における流動比率を算定し、その差分を

効果とする。 

評価結果 256.7% 

 

 

4 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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【統-16】［事業統合（水平統合）］ 

会津若松市 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 福島県 

(2）事業体名 会津若松市 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 23 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 20 年９月～平成 23 年４月（２年７ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １市１村 

会津若松市、湯川村 

(7）直近の認可 目標年度 平成 30 年度 

計画給水人口 125,000 人 

計画一日最大給水量 71,500m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 会津若松市水道施設概要図 

（出典）「会津若松市水道事業ビジョン」 平成 28 年４月 会津若松市水道部 （一部加筆） 

湯川村 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 会津若松市の隣村である湯川村（水源：浅井戸）では、水位低下や施設老朽化、水質面の

不安から新たな施設整備の必要性に迫られていた。会津若松市水道事業より用水供給を受け

る手法が費用対効果の面で優位であるとの判断により、湯川村から会津若松市に水道水の供

給が要請された。 

・ 会津若松市水道事業としては、会津の中核都市としての役割・事業広域化への一助につな

がるだけでなく、増収も見込まれたことから統合に至った。 

・ 課題は官庁会計である湯川村簡易水道事業において、企業会計に移行する作業が必要とな

ったこと、料金体系を会津若松市に合わせざるを得ないため、住民理解を得ることに苦慮し

た。また、変更認可等事業統合手法の整理にも時間を要した。 

・ なお、湯川村からの緊急要請のため、広域連携に係る事業計画等は策定しておらず、事業

統合の１年前には緊急給水として水道水の供給を開始したことから、今後事業の進捗をみな

がら効果等について整理していく予定。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画通りに実施 

 

 

3 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

該当事項は特になし 

 

 

4 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）湯川村の新たな整備費用の減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 20 年（１年） 

算定手法 単独で湯川村が新たな施設整備をする場合に要する費用か

ら、事業統合により会津若松市の配水管に接続し給水する場

合に要する整備費用の差 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 92.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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ｂ）湯川村区域内の維持管理コストの減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 19 年（１年） 

算定手法 単独で湯川村が維持管理を実施する場合に要する費用から、

事業統合により会津若松市が実施する湯川村分の維持管理

に要する費用の差 

効果算定 

対象費目 

維持管理費、人件費、その他(減価償却費) 

評価結果 0.4％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

湯川村からの急を要する要請のため、広域連携に係る事業計画等は策定しておらず、事業統

合の１年前には緊急給水として水道水の供給を開始したことから、今後事業の進捗をみながら

効果等について整理していく予定。 

 

 

5 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 

 

5 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

会津若松市 会津若松市と湯川村にお

ける水道事業統合の概要 

五十嵐 司

也(会津若松

市水道事業

管理者) 

水道 第 56 巻 第

4 号  

pp.1-6 統-16 
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